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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

１ 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関 １ 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関

（略） （略）

生物学的製剤 生物学的製剤

検定を受ける 手数料 試験品の数量 検定機関 検定を受ける 手数料 試験品の数量 検定機関

べき医薬品 べき医薬品

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

高用量インフ （略） 内容量が0.5 （略） 高用量インフ （略） 内容量が0.7 （略）

ルエンザＨＡ mL又は0.7mLで ルエンザＨＡ m L で あ る と

ワクチン あるとき。 ワクチン き。

12本 12本

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）


